
付議案第３号 

 

教育委員会規則の改正を行うことについて 

  

上記の付議案を提出する。 

令和８年１月 23日 

  

福岡市教育委員会        

教育長 下川 祥二  

  

理由 

本件は、学校体育館への空調設備の設置に伴い、地域活動やスポーツ活動などの目的外使用

で空調設備を使用した場合及び申請手続きの方法について定める等のため、福岡市立学校施設

使用規則を改正する必要があるので、福岡市教育委員会事務委任規則第２条第１項第２号の規

定により付議するものである。 

 

福岡市立学校施設使用規則の一部を改正する規則案 

 

 福岡市立学校施設使用規則（昭和 28年福岡市教育委員会規則第４号）の一部を次のように改

正する。 

第２条第２項中「午後６時」を「午後５時」に改める。 

第３条に次の１項を加える。 

３ 前２項の規定にかかわらず、学校施設の使用申請及び許可については、学校施設開放事

業管理システムを利用する方法によることができる。 

第８条第１項中「終った」を「終えた」に改め、「速か」を「速やか」に改め、「そのなした

特別の設備を撤去して」を削り、「清掃して職員に引継がねば」を「清掃しなければ」に改める。 

様式 

「 

1



                                         」 

を 

「 

福岡市立学校施設使用許可申請書 

申 請 者 
提出年月日 年   月   日 

  所 在 地   許可番号 第       号 

団 体 登 録 番 号 No. 許可年月日 年   月   日 

団 体 名     

代 表 者 氏 名 TEL  ―      

会場責任者氏名 TEL  ―      

使 用 目 的   

使 用 学 校 名   福岡市立      小・中・特別支援・高等  学校 

下
記
の
定
期
使
用
以
外 

使 用 年 月   平成  年  月 

使 用 日 時 使 用 す る 施 設 使用料 使用人員 

1 
  日(  曜)【  時間】 

  時 分から 時 分まで 

 1 講堂兼体育館  2 校庭 (照明利用：  時～  時) 

 3 柔剣道場    4 教室 ( 室) 円 人 

2 
  日(  曜)【  時間】 

  時 分から 時 分まで 

 1 講堂兼体育館  2 校庭 (照明利用：  時～  時) 

 3 柔剣道場    4 教室 ( 室) 円 人 

3 
  日(  曜)【  時間】 

  時 分から 時 分まで 

 1 講堂兼体育館  2 校庭 (照明利用：  時～  時) 

 3 柔剣道場    4 教室 ( 室) 円 人 

4 
  日(  曜)【  時間】 

  時 分から 時 分まで 

 1 講堂兼体育館  2 校庭 (照明利用：  時～  時) 

 3 柔剣道場    4 教室 ( 室) 円 人 

5 
  日(  曜)【  時間】 

  時 分から 時 分まで 

 1 講堂兼体育館  2 校庭 (照明利用：  時～  時) 

 3 柔剣道場    4 教室 ( 室) 円 人 

6 
  日(  曜)【  時間】 

  時 分から 時 分まで 

 1 講堂兼体育館  2 校庭 (照明利用：  時～  時) 

 3 柔剣道場    4 教室 ( 室) 円 人 

7 
  日(  曜)【  時間】 

  時 分から 時 分まで 

 1 講堂兼体育館  2 校庭 (照明利用：  時～  時) 

 3 柔剣道場    4 教室 ( 室) 円 人 

8 
  日(  曜)【  時間】 

  時 分から 時 分まで 

 1 講堂兼体育館  2 校庭 (照明利用：  時～  時) 

 3 柔剣道場    4 教室 ( 室) 円 人 

9 
  日(  曜)【  時間】 

  時 分から 時 分まで 

 1 講堂兼体育館  2 校庭 (照明利用：  時～  時) 

 3 柔剣道場    4 教室 ( 室) 円 人 

10 
  日(  曜)【  時間】 

  時 分から 時 分まで 

 1 講堂兼体育館  2 校庭 (照明利用：  時～  時) 

 3 柔剣道場    4 教室 ( 室) 円 人 

  月 計 円 人 

下記の欄は、公民館サークルが定期的に学校施設の使用を申請する場合に記入。(ただし、校庭の夜間照明を使用しない場合に限る。) 

定
期
使
用 

使用

日時 

使用期間     年  月  日から    年  月  日まで 使用人員 

使用周期 毎週  曜日  ・  毎月第  曜日  ・  毎月  日 

人／回 使用時間    時  分から  時  分まで(   時間／回) 

使用する施設 1 講堂兼体育館  2 校庭   3 柔剣道場  4 教室( 室) 

備 考   

上記のとおり使用許可を申請します。 

なお、使用に際しては、福岡市立学校施設使用料条例及び福岡市立学校施設使用規則を守るとともに、これらに基づく職員の指示に従います。 

(宛先)福岡市教育委員会教育長 
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                                         」 

に改める。 

 

   附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

福岡市立学校施設使用許可申請書 

申 請 者 
提出年月日 年   月   日 

  所 在 地   許可番号 第       号 

団体登録番号 No. 許可年月日 年   月   日 

団 体 名     

代 表 者 氏 名 TEL  ―      

会場責任者氏名 TEL  ―      

使 用 目 的   

使 用 学 校 名   福岡市立      小・中・特別支援・高等  学校 

下
記
の
定
期
使
用
以
外 

使 用 年 月       年   月 

使 用 日 時 使 用 す る 施 設 使用料 

1 
  日(  曜)【  時間】 

  時 分から 時 分まで 

 1 講堂兼体育館 (空調使用：  時～  時) 3 柔剣道場 

 2 校庭 (照明使用：  時～  時)     4 教室 ( 室) 円 

2 
  日(  曜)【  時間】 

  時 分から 時 分まで 

 1 講堂兼体育館 (空調使用：  時～  時) 3 柔剣道場 

 2 校庭 (照明使用：  時～  時)     4 教室 ( 室) 円 

3 
  日(  曜)【  時間】 

  時 分から 時 分まで 

 1 講堂兼体育館 (空調使用：  時～  時) 3 柔剣道場 

 2 校庭 (照明使用：  時～  時)     4 教室 ( 室) 円 

4 
  日(  曜)【  時間】 

  時 分から 時 分まで 

 1 講堂兼体育館 (空調使用：  時～  時) 3 柔剣道場 

 2 校庭 (照明使用：  時～  時)     4 教室 ( 室) 円 

5 
  日(  曜)【  時間】 

  時 分から 時 分まで 

 1 講堂兼体育館 (空調使用：  時～  時) 3 柔剣道場 

 2 校庭 (照明使用：  時～  時)     4 教室 ( 室) 円 

6 
  日(  曜)【  時間】 

  時 分から 時 分まで 

 1 講堂兼体育館 (空調使用：  時～  時) 3 柔剣道場 

 2 校庭 (照明使用：  時～  時)     4 教室 ( 室) 円 

7 
  日(  曜)【  時間】 

  時 分から 時 分まで 

 1 講堂兼体育館 (空調使用：  時～  時) 3 柔剣道場 

 2 校庭 (照明使用：  時～  時)     4 教室 ( 室) 円 

8 
  日(  曜)【  時間】 

  時 分から 時 分まで 

 1 講堂兼体育館 (空調使用：  時～  時) 3 柔剣道場 

 2 校庭 (照明使用：  時～  時)     4 教室 ( 室) 円 

9 
  日(  曜)【  時間】 

  時 分から 時 分まで 

 1 講堂兼体育館 (空調使用：  時～  時) 3 柔剣道場 

 2 校庭 (照明使用：  時～  時)     4 教室 ( 室) 円 

10 
  日(  曜)【  時間】 

  時 分から 時 分まで 

 1 講堂兼体育館 (空調使用：  時～  時) 3 柔剣道場 

 2 校庭 (照明使用：  時～  時)     4 教室 ( 室) 円 

  使用人員   人/回 月 計 円 

以下の欄は、公民館サークルが学校施設の使用を申請する場合に記入(ただし、講堂兼体育館の空調又は校庭の夜間照明を使用しない場合に限る) 

定
期
使
用 

使用

日時 

使用期間     年  月  日から    年  月  日まで 

使用周期 毎週  曜日  ・  毎月第  曜日  ・  毎月  日 

使用時間    時  分から  時  分まで(   時間／回) 

使用する施設 1 講堂兼体育館  2 校庭   3 柔剣道場  4 教室(    室) 

備 考   

上記のとおり使用許可を申請します。 

なお、使用に際しては、福岡市立学校施設使用料条例及び福岡市立学校施設使用規則を守るとともに、これらに基づく職員の指

示に従います。 

(宛先)福岡市教育委員会教育長 
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福岡市立学校施設使用規則の一部を改正する規則案新旧対照表 

福岡市立学校施設使用規則(昭和28年福岡市教育委員会規則第４号) 

現行 改正後（案） 備考 

第１条～第２条 （略） 第１条～第２条 （略） 

２ 夜間照明施設の利用は、午後６時から午後９時

までの間に限る。 

２ 夜間照明施設の利用は、午後５時から午後９時

までの間に限る。 

利用時間を変更 

第３条 （略） 第３条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 前２項の規定にかかわらず、学校施設の使用申

請及び許可については、学校施設開放事業管理シ

ステムを利用する方法によることができる。

電子申請について追加 

第４条～第７条 （略） 第４条～第７条 （略） 

第８条 使用者は使用を終ったときは、速  かにそ

のなした特別の設備を撤去して原状に復し、器具

を整頓し、使用箇所を清掃して職員に引継がねば

ならない。 

第８条 使用者は使用を終えたときは、速やかに   

     原状に復し、器具を

整頓し、使用箇所を清掃しなければ        ばな

らない。 

文言を変更 

２ （略） ２ （略） 

第９条 （略） 第９条 （略） 
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様式 様式  

別添のとおり 別添のとおり 空調使用欄を追加、使用

人員の欄を変更及び文言

を変更。 
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学校体育館の目的外使用における空調使用料の徴収について 

１． 趣旨 

教育環境の向上と災害時の避難所の環境改善を目的に令和 7 年度から 9 年度  
の 3 年計画で学校体育館の空調整備を進めているが、学校体育館は地域活動や  
スポーツ活動などで地域住民等も使用しており、それらの活動における空調使用
について検討しており、その方向性について報告するもの。

２． 検討の方向性 

地域住民等の空調使用のニーズに対応するため、負担の公平性の観点から有料
での使用を認める。

【主な利用団体】公民館サークルや青少年育成団体等の約 2,500 団体

３． 検討内容 

（１） 空調使用料

電気代相当額として３５０円／時間を徴収
【算式】平均設置台数×消費電力×電気代単価（1kWh）＝電気代相当額 

（２） 開始（予定）時期等

令和８年３月議会で福岡市立学校施設使用料条例を改正後、４月から６月の
周知期間を経た上で７月頃に設置校から運用を開始 

【設置予定校】小学校７９校、特別支援学校１０校

（３） 徴収方法

現行と同じ方法（口座振替、窓口での電子マネーや各種カード等）による前納

４． 今後のスケジュール 

   令和８年 ３月議会議案 福岡市立学校施設使用料条例の改正 
   令和８年 ７月分から学校体育館の空調使用料の徴収開始 
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